
 

 

 

 

 

諮問資料① 

 

 

○地域型保育事業の設備及び運営に関する基準について 

 

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について 

 

○子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準について 
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１．教育・保育に関する諮問事項の概要 

（１）地域型保育事業について 

  ・小規模保育 ・家庭的保育 ・居宅訪問型保育 ・事業所内保育 

  の４事業が「地域型保育事業」として位置づけられ、子ども・子育て支援新制度における給付の

対象となった。 

（２）認可・確認について 

   ・認可…国、都道府県、市町村以外の者が事業を行う際に必要 

   ・確認…当該施設・事業を給付による財政支援の対象とするのに必要であり、利用定員の設定

とあわせて行う 

 施設・事業 認可権者・確認権者 対応する基準 

認可 教育・保育施設 都道府県 施設ごとに都道府県が策定 

地域型保育事業 市町村 地域型保育事業の設備及び運営に関する基準

（認可基準） 

確認 教育・保育施設 市町村 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準（運営基準） 地域型保育事業 

                         →市町村が条例で策定 

    ※教育・保育施設…認定こども園・幼稚園・保育所 

（３）給付の支給認定について 

   子どもの保護者は、教育・保育施設、地域型保育事業を利用するときは、支給認定を受ける必

要がある。（確認を受けない幼稚園を利用する場合を除く） 

   →市町村は、「子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準（支給認定基準）」 

を策定 

（４）スケジュール 
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２．認可基準（10 月 18 日、基準検討部会 配布資料より） 

○国が定める基準を踏まえ、市町村が条例として策定（可能なかぎり６月議会） 

 →根拠法令：児童福祉法第 34 条の 16 第 1 項 

○従うべき基準、参酌すべき基準 

従うべき基準 

職員の資格、員数 

乳幼児の適切な処遇の確保、安全の確保、秘密の保持並びに児童の健全

な発達に密接に関連するもの 

参酌すべき基準 
保育室及びその面積 

上記以外 

 

（１）小規模保育事業について 

○国の子ども・子育て会議基準検討部会にて、３類型で検討 

 Ａ型：保育所分園に近い類型 

Ｂ型：ＡとＣの中間的な類型 

Ｃ型：家庭的保育（グループ型小規模保育）に近い類型 

 

○３類型の認可基準（案） 

※「給食」「耐火基準」「連携施設による支援」は、「従うべき」「参酌すべき」のいずれに該当するか

は未定 

大項目 項目 Ａ型（分園型） Ｂ型（中間型） Ｃ型（グループ型）

職員数・資格要件 

（従うべき基準） 

保育従事者 

保育士 保育士＋保育従事

者 

(保育士割合 1/2

以上) 

家庭的保育者 

職員数 
0 歳児 3：1 

1・2 歳児 6：1 

0～2 歳児 3：1 

（補助者有 5：2）

居室の設備 

・面積基準 

（参酌基準） 

設備 
0・1 歳児 乳児室又はほふく室 

2 歳児 保育室 

面積 
0・1 歳児 1 人 3.3 ㎡ 

2 歳児 1 人 1.98 ㎡ 

0～2 歳児 

 1 人 3.3 ㎡ 

屋外遊戯場の設備 

・面積基準 

（参酌基準） 

設備 
屋外遊技場（付近の代替地可） 適当な広さの庭 

(付近の代替地可)

面積 2 歳児：1 人 3.3 ㎡ 

給食 

給食 
自園調理（調理業務の委託は可能） 

連携施設等からの搬入可（社会福祉施設、病院を含む） 

設備 調理設備（キッチン程度を想定） 

職員 
調理員（調理業務の委託を行う場合、連携施設等からの搬入

を行う場合不要） 

＋1 名 
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耐火基準 耐火基準等 
保育室等を 2 階以上に設置する場合は耐火・準耐火建築物で

あることを求める 

連携施設 

（認定こども園、 

幼稚園、保育所） 

による支援 

給食に関する 

支援 

Ⅰ．連携施設から搬入の場合 

 ・献立作成 ・給食の調理、搬入  

 ・個別対応（離乳食対応、アレルギー児対応等） 

Ⅱ．自園調理の場合 

 ・調理員の急な病休等で求めがある場合には、当該教育・

保育施設の運営に支障のない範囲で協力 

嘱託医 

（健康診断） 

Ⅰ．小規模保育で嘱託医を別途委嘱する場合 

  基本的には対応不要 

Ⅱ．連携施設と同一の嘱託医に委嘱する場合 

  必要に応じ、合同で健康診断を行う 

園庭開放 
小規模保育から求めがある場合、連携施設の運営に支障のな

い範囲で園庭開放 

合同保育 
小規模保育から求めがある場合、連携施設の運営に支障のな

い範囲で合同保育 

後方支援 
保育士等の急な病休等で小規模保育から求めがある場合、連

携施設の運営に支障のない範囲で協力 

行事への参加 
小規模保育から求めがある場合、連携施設の運営に支障のな

い範囲で協力 

卒園後の受け皿 3 歳からの新規入園希望者と比較して優先的に入園させる 

 

（２）小規模保育事業以外の事業の認可基準（案） 

※「給食」「耐火基準」「連携施設による支援」は、「従うべき」「参酌すべき」のいずれに該当するか

は未定 

大項目 項目 家庭的保育事業 
事業所内保育事業 

居宅訪問型事業
１９人以下 ２０人以上 

職員数 

・資格要件 

（従うべき 

基準） 

保育 

従事者 

家庭的保育者 

(＋家庭的保育 

補助者) 

小規模保育事業

のＡ型・Ｂ型と整

合性を図る 

保育士 保育士、保育士と

同等以上の知識

及び経験を有す

ると認められる

者として研修を

修了した者 

 

職員数 

全年齢 3：1 

(補助者を置く場合

5：2) 

0 歳児 3：1 

1・2 歳児 6：1 

0 歳児 3：1 

1・2 歳児 6：

1 

 

全年齢 1：1 

＋1 名
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設備 

・面積基準 

（参酌 

  基準） 

設備・面積 

保育室： 

1 人 3.3 ㎡

庭（付近の代替地

可)： 

2歳児 1人 3.3㎡

 

乳児室/ほふく

室:1 人 3.3 ㎡ 

保育室： 

1 人 1.98 ㎡ 

乳児室： 

1 人 1.65 ㎡ 

ほふく室： 

1 人 3.3 ㎡

保育室： 

1 人 1.98 ㎡ 

設けない 

給食 

(自園調理) 

給食 
自園調理(調理業務の委託は可)、 

連携施設等からの搬入可 保育者による 

調理 設備 調理設備 調理設備 調理室 

職員 調理員（連携施設等からの搬入を行う場合不要） 

耐火基準 

上乗せ規制なし 現行（保育所同様）を基本とし 

検討 

規制なし（消火器

や避難経路の確

認等を求める） 

連携施設等による支援 

①保育内容の支援 

②卒園後の受け皿 

※小規模保育事業

と同様 

①保育内容 

の支援 

 

 

障害の個別ケア

に関するバック

アップ等 ②地域において保育を必要とする

子どもは卒園後の受け皿 
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３．運営基準（10 月 18 日、基準検討部会 配布資料より） 

○国が定める基準（内閣府令）を踏まえ、市町村が条例として策定（可能なかぎり６月議会） 

 →根拠法令；子ども・子育て支援法第 34 条第 2 項、第 46 条第 2 項 

○従うべき基準、参酌すべき基準 

従うべき基準 利用定員 

施設・事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な

処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密

接に関連するもの 

参酌すべき基準 上記以外 

○運営基準の規定内容（案）は下表のとおり 

 ※それぞれの項目が「従うべき」「参酌すべき」のいずれに該当するかは未定 

利用開始に伴う基準 内容・手続きの説明、同意、契約 

応諾義務（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考 

支給認定証の確認、支給認定申請の援助 

教育・保育の提供に伴

う基準 

幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供 

子どもの心身の状況の把握 

子どもの適切な処遇（虐待の禁止等を含む） 

連携施設との連携（地域型保育事業のみ） 

利用者負担の徴収（実費徴収、上乗せ徴収を含む） 

利用者に関する市町村への通知（不正受給の防止） 

特別利用保育・特別利用教育の提供（定員外利用の取扱い） 

管理・運営等に関する

基準 

施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等の重要事項を定めた運営規

程の策定、提示 

秘密保持、個人情報保護 

非常災害対策、衛生管理 

事故防止及び事故発生時の対応 

評価（自己評価、学校関係者評価、第三者評価） 

苦情処理 

会計処理（会計処理基準、区分経理、使途制限等） 

記録の整備 

撤退時の基準 確認の辞退・定員減少における対応（利用者の継続利用のための便宜提

供等） 
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４．支給認定基準（10 月 3 日、子ども・子育て会議 配布資料より） 

○国が定める基準（内閣府令）を踏まえ、市町村が条例等として策定（６月議会） 

○保育の必要性認定については、国は、以下の３点について検討  

①事由：保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由 

 ②区分：長時間認定又は短時間認定の区分（保育必要量） 

 ③優先利用：ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 

○項目ごとの基準（案） 

 ※それぞれの項目が「従うべき」「参酌すべき」のいずれに該当するかは未定 

（１）事由 

  ※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが

可能 

  ①就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応、居宅内の労

働を含む） 

  ②妊娠、出産 

  ③保護者の疾病、障害 

  ④同居又は長期入院等している親族の介護・看護（兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同

居または長期入院・入所している親族の常時の介護・看護） 

  ⑤災害復旧 

  ⑥求職活動（企業準備を含む） 

  ⑦就学（職業訓練校における職業訓練を含む） 

  ⑧虐待やＤＶのおそれがあること 

  ⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

  ⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 

（２）区分 

  ○保育標準時間（○時間／月）、保育短時間（△時間以上○時間未満／月）の２区分とする 

   ※保育認定を受けない場合は「教育標準時間」であり、全３区分 

  ○具体的な各区分の境界となる時間数については未定 

（３）優先利用（実施主体である市町村において、それぞれ検討・運用） 

   ①ひとり親家庭 

   ②生活保護世帯（就労による自立支援につながる場合等） 

   ③生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 

   ④虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 

   ⑤子どもが障害を有する場合 

   ⑥育児休業明け 

   ⑦兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所等の利用を希望する場合 

   ⑧小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童 

   ⑨その他市町村が定める事由 
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○子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準について 

 

市川市における現状 

 １．保育園の実施基準 

  市川市保育の実施に関する条例および同条例施行規則において規定 

 

 【市川市保育の実施に関する条例：第2条】 

  保育の実施は、乳幼児（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。）の

保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該乳幼児を保育する

ことができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該乳幼児

を保育することができないと認められる場合に行うものとする。 

 （１）昼間に労働することを常態としていること。 

 （２）妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 

 （３）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 

 （４）長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族

を常時介護していること。 

 （５）震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。 

 （６）就労のための研修、訓練等を受けていること。 

 （７）その他前各号に準ずると市長が認める状態にあること。 

 

 【市川市保育の実施に関する条例施行規則：第2条】 

  市川市保育の実施に関する条例第2条に規定する保育することができないと認められ 

る場合は、保育に欠ける時間が午前から午後にかけて4時間（条例第2条第1号若しくは第

6号に掲げる事由又は第3項第2号に掲げる事由に該当する場合は、休憩時間、通勤時間及

び通学時間を除く。）以上である日、1月当たり16日以上である場合とする。ただし、市

長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。 

２ 条例第2条に規定する同居の親族その他の者は、乳幼児と同居する次に掲げる者とす

る。 

（１）60歳未満の親族 

（２）保護者と内縁関係にある者 

（３）乳幼児と生計を一にしている者 

３ 条例第2条第7号に規定する市長が認める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当

する状態とする。 

（１）昼間に求職活動を行うことを常態としている場合 

（２）通学している場合。ただし、学校教育法（昭和22年法律第26号）第4条第1項に規

定する通信制の課程に在学する場合（保護者が未成年者である場合を除く。）を除
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く。 

 （３）育児休業の期間（当該育児休業に係る乳幼児が1歳6ヶ月に達する月の末日までの

期間に限る。）中である場合 

（４）その他前3号に準ずる場合として市長が特に必要と認める場合 

  

 ２．「保育に欠ける」事由の判定 

   市川市の保育に欠ける 低基準は、市川市保育の実施に関する条例施行規則に規定

しているとおり、午前から午後にかけて4時間以上である日が１月当たり16日以上であ

る場合としている。その中で、1日の就労時間数や月の就労日数により実施基準指数を

規定している。 

     

 ３．優先度をつけた調整指数 

   市川市の保育園入園における選考においては、保護者の就労形態や就労以外の事由

により実施基準の指数を規定しており、それ以外に調整指数として保護者の状況等に

より調整指数の加点および減点により実施基準指数および調整指数の合計点により入

園の選考を実施している。 

  （加点となる場合） 

   ・生活保護世帯 

・ひとり親世帯で同居の祖父母がいない場合 

・保護者のひとりが単身赴任等長期不在の場合 

・入園希望の保育園に兄弟姉妹在園している場合 

・未就学児が３人以上いる 

・待機期間が６ヶ月以上経過している 

・待機期間が１年以上経過している 

・両親ともに現在の勤務先で就労実績が１年以上の場合 

・育児休業明け、復職する場合 

・１ヶ月16日以上かつ1日4時間以上保育に欠けており、申し込み児童を認可外保育

施設に有償で預けている場合 

・5歳児クラスを持たない認可保育園に継続して6ヶ月以上入園、また、市川市家庭

保育制度を継続して6ヶ月以上利用し、対象年齢をもって入園申込みの場合（4月

入園選考時のみ） 

・育児休業取得により一度退園し、育児休業明けの復職に伴い再度入園申込みの場

合（育児休業取得の対象児童が同時に申込む場合は、その児童も同様に加点） 

・勤務先の破産等による離職又は整理解雇その他の自己の責めに帰すべき理由によ

らない離職による求職中（ただし、離職日の属する日の翌月から４ヶ月に限る） 

・兄弟姉妹が在園している保育園への転園希望の場合 
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・児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められる場合 

  

（減点となる場合） 

   ・同居する祖父母（65歳未満）、兄弟姉妹等が求職中や保育に欠ける要件が確認でき

ない場合 

     ・申込み児童以外の未就学児がいるが、その児童の入園申込みをしない場合 

     ・希望園として申請した保育園に入園内定したが、自己都合により入園を辞退し、そ

の後6ヵ月以内の再申請 

     ・市外在住者（市内在勤）※保護者のうち、いずれかが市内在勤であれば可 

     ・市外在住者（市外在勤） 

     ・希望園として申請していた保育園に入園したが、申請時に希望していた他の保育園

への転園申請（兄弟姉妹が在園している場合を除く） 

     ・保育料未納者（未納があり、かつ納付の相談が無い又は納付誓約を履行しない） 

  

４．保育時間 

   市川市の保育時間は、月曜日から金曜日が9時から17時の8時間、土曜日が9時から12

時の3時間を基本とし、開所時間は11時間を原則としている。 
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